
先着順による市有財産売却基準について 

 

市有財産の有効活用を図るため、一般競争入札を通じて、遊休地を売却処分してきましたが、

入札参加者がなく契約に至らなかったため、先着順により随時市有財産の売却を実施する。 

 

 

１．売却方法 

一般競争入札において、入札参加者又は落札がない物件について、地方自治法施行令第 167

条の 2 第 1 項第 2 号又は第８号に規定する随意契約とするもの。 

 

２．申込者の資格 

  個人及び法人とし、連名による申し込みは可能とする。ただし、次の事項に該当する場合

は、申込みすることはできません。 

(１）契約を締結する能力を有しない者 

(２) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第３２条第

１項各号に該当する者 

 (４) 市税等の滞納がある者 

 

３．売却価格 

売買物件の売却価格は、一般競争入札において入札参加者がない物件及び落札がない物

件については、当該入札における予定価格以上の価格とする。 

 

４．受付期間 

売却可能な期間は、当該財産の一般競争入札の日の翌日又は入札への参加者がないこと

が明らかとなった日の翌日からとし、売払物件ごと任意に定める。 

 

５．契約条件 

(１) 売買物件を、所有権が移転した日の翌日から５年間、指定用途に供されなければなら

ない。 

(２) 売買物件の一部、又は全部について、やむを得ない理由により指定用途の変更又は解

除する必要がある場合若しくは所有権が移転した日の翌日から５年間が経過する以前に

所有権を第三者に移転する場合には、詳細な理由を記載した書面により市に申請し、その

承認を得なければならない。 

(３) 売買物件を、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員の活動のために

利用する等、公序良俗に反する施設の用に供してはならない。 

(４) 売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122

号）第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業並び



にこれらに類する施設の用に供してはならない。 

(５) 所有権を第三者に移転する場合には、第三者に対して、前各号の規定の条件を継承さ

せるよう努めなければならない。 

 

６．申込方法 

  市有財産譲渡申込書に必要事項を記入し、下記の書類を添えて提出すること。 

  連名で購入する場合は、必要書類は連名者全員分を提出すること。 

  申込み受付時、同一物件で複数人の有資格者から同時に提出された場合は、くじ引きに 

より決定する。 

 

【必要書類】 

（個人）・住民票抄本 ・印鑑登録証明書 

・本籍地の市区町村長が発行する身分証明書 

     ・納税証明書または未納がない証明（最新のもの） 

（法人)・法人登記事項全部証明書 ・印鑑証明書 

・納税証明書または未納がない証明（最新のもの） 

  ※証明書発行後３か月以内のもの 

 

【受付】場所  鹿角市役所総務部財政課管財地籍班（本庁舎２階） 

    時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜、日曜及び祝日を除く） 

 

７．契約及び登記について 

・契約締結 

(1)売買契約は、決定通知の日から５日以内に締結する。 

(2)契約締結までに契約保証金として、売買代金の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付す

るものとする。ただし、契約締結と同時に売買代金の全額を納入する場合は、契約保証金

の納付とみなす。なお、売買代金は、契約締結日から 30 日以内に納付するものとする。 

(3)契約保証金には、利息は付さない。 

(4)契約者が契約上の義務を履行しない場合は、売買契約を解除し、契約保証金は市に帰属

する。 

 

・所有権の移転等 

(1)所有権は、売買代金全額の支払いがあったときに移転するものとする。 

(2)所有権移転登記は、売買代金完納後に市が代行する。 

(3)売買契約に添付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税は契約者の負担と

する。 

 

８．物件の引き渡し 

  売買物件の引き渡しは、売買代金の全額が支払われた日とする。 

 



９．留意事項 

(1)物件の現場説明会は行わないこと。 

(2)物件の引渡しは現状のまま行うこと。 

 (3)敷地内に工作物等があり支障となる場合は、手続等は契約者が行うこと。 

(4)物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っていないこと。 

 

10．お問い合わせ先 

  鹿角市役所 総務部財政課管財地籍班 TEL 0186－30－0210 

                    FAX 0186－30－1122  



令和  年  月  日 

鹿角市長  関  厚  様 

 

                   申込者  住 所 

                        氏 名             

 

市 有 財 産 譲 渡 申 込 書                

 

 次のとおり市有財産の譲渡を受けたいので、関係書類を添えて申し込みます。 

 

１ 譲渡を受けようとする財産の所在、面積等 

 所在地： 

 構 造： 

 面 積： 

 備 考： 

２ 譲渡申込の理由 

 

３ 使用目的［利用計画］ 

 

４ 譲渡価格 

  鹿角市の取り扱いによる。 

 

５ その他の参考となる事項 

 

６ 添付書類 
① 利用計画書等 

② 関係図面［土地にあっては位置図及び実測図。建物にあっては位置図、配置図及び平面図］ 

③ 申込者が地方公共団体で、その申込が議会の議決を要するものであるときは、その議決書 

 の写し 

④ 住民票［法人の場合は登記簿抄本及び定款等］ 

⑤ 利用内容が監督官庁の許可･認可を要するものは、それらの手続きを得たことを証する書面 

⑥ 不動産鑑定評価書 

⑦ その他参考となる書類及び図面 

 

 

 

 

 

 


